
他都県条例の構成（2021、2020年度施行分）

＜2021年度＞

1 1～3条 目的／定義／基本理念 1～3条 目的／定義／基本理念 1～3条 目的／定義／基本理念 1～3条 目的／定義／基本理念 1～3条 目的／定義／基本理念

4条 県の責務 4条 県の責務 4条 県の責務 4条 県の責務 4条 県の責務

5条 市町村との連携等 － － 10条 市町村に対する支援 8条 市町村への協力 － －

② － － 7条 市町村の役割 － － － － － －

③ 6条 県民の責務 5条 県民の役割 5条 県民の役割 5条 県民の責務 5条 県民の責務

④ 7条 事業者の責務 6条 事業者の役割 6条 事業者の役割 6条 事業者の責務 6条 事業者の責務

⑤ 8条 民間支援団体の責務 8条 民間支援団体の役割 7条 民間支援団体の役割 7条 民間支援団体の責務 7条 民間支援団体の責務

① 9条 基本計画 10条 犯罪被害者等支援に関する計画 8条 支援推進計画 9条 犯罪被害者等支援に関する計画 9条 犯罪被害者等支援に関する計画

② 19条 推進体制の整備 9条 総合的支援体制の整備 9条 総合的な体制の整備 10条 支援体制の整備 8条 連携協力

③ 20条 財政上の措置 11条 財政上の措置 23条 財政上の措置 11条 財政上の措置 10条 財政上の措置

④ － － 18条 大規模事案における支援の実施 － － － － － －

⑤ － － － － － － 12条 意見の反映 － －

⑥ － － － － 22条 施策の実施状況の公表 － － － －

⑦ － － － － － － － － － －

① 10条 相談及び情報の提供等 12条 相談窓口の設置、情報の提供等 14条 相談、情報の提供等 13条 相談及び情報の提供等 11条 相談及び情報の提供等

② － － 17条 経済的負担の軽減 18条 経済的負担の軽減 19条 経済的負担の軽減 12条 経済的負担の軽減

③ － － － － 19条 損害賠償請求に関する支援 － － － －

④ 11条
保健医療サービス及び福祉サービスの
提供等

13条 心身に受けた影響からの回復 20条
保健医療サービス及び福祉サービスの
提供

14条 心身に受けた影響からの回復 13条 心身に受けた影響からの回復

⑤ 12条 日常生活の支援 － － 15条 日常生活の支援 15条 日常生活の支援及び配慮 － －

⑥ 13条 安全の確保 14条 安全の確保 13条 安全の確保 16条 安全の確保 14条 安全の確保

⑦ 14条 居住の安定 15条 居住の安定 16条 居住の安定 17条 居住の安定 16条 居住の安定

⑧ 15条 雇用の安定 16条 雇用の安定 17条 雇用の安定 18条 雇用の安定 17条 雇用の安定

⑨ 16条 保護等の過程における配慮等 － － － － － － － －

⑩ － － － － － － － － － －

⑪ － － － － － － － － － －

⑫ 17条 県民の理解の増進 20条 県民の理解の増進 21条 県民の理解の促進 20条 県民等の理解の増進 18条 県民の理解の増進

⑬ 18条 人材の育成 22条 支援に従事する人材の育成 12条 人材の育成 21条 人材の育成 19条 人材の養成

⑭ － － 23条 支援に従事する者に対する支援 － － － － － －

⑮ － － 24条 民間支援団体の活動に対する支援 11条 民間支援団体に対する支援 22条 民間支援団体に対する支援 20条 民間支援団体に対する支援

⑯ － － 21条 学校における教育 － － － － － －

⑰ － － 19条
県内に住所を有しない者等に対する支
援

－ － － － － －

⑱ － － － － － － － － 15条 個人情報の適切な管理

⑲ － － － － 24条 見直し － － － －

⑳ － － － － － － 23条 被害者支援を考える月間 － －

㉑ － － － － － － 24条 表彰 － －

㉒ － － － － － － － － － －

項目 栃木県犯罪被害者等支援条例 群馬県犯罪被害者等支援条例 新潟県犯罪被害者等支援条例 石川県犯罪被害者等支援条例

基本的施策4

千葉県犯罪被害者等支援条例

3

推進体制の整備

①
責務等

2

目的／定義／基本理念

計画の策定、総合支援

体制の整備、財政上の

措置等

県、県民、事業者、民

間支援団体等

1

資 料 2

１



他都県条例の構成（2021、2020年度施行分）

＜2021年度＞

1 1～3条 目的／定義／基本理念 1～3条 目的／定義／基本理念 1～3条 目的／定義／基本理念 1～3条 目的／定義／基本理念 1～3条 目的／定義／基本理念

4条 県の責務 4条 県の責務 4条 県の責務 4条 県の責務 4条 県の責務

－ － 5条 市町村との連携協力 5条 市町との連携 － － － －

② － － － － － － － － 7条 市町の責務

③ 5条 県民の責務 6条 県民の責務 6条 県民の責務 5条 県民の責務 5条 県民の責務

④ 6条 事業者の責務 7条 事業者の責務 7条 事業者の責務 6条 事業者の責務 6条 事業者の責務

⑤ 7条 民間支援団体の責務 8条 民間支援団体の責務 8条 民間犯罪被害者等支援団体の役割 7条 民間支援団体の責務 8条 民間支援団体の責務

① 8条 支援計画 9条 犯罪被害者等支援計画 9条 推進計画 9条 推進計画 9条 犯罪被害者等支援に関する指針

② 20条 総合的な支援体制の整備 10条 総合的な支援体制の整備 19条 推進体制の整備 8条 総合的な推進体制の整備 － －

③ 21条 財政上の措置 26条 財政上の措置 20条 財政上の措置 10条 財政上の措置 20条 財政上の措置

④ － － 11条
広域的な犯罪被害者等支援が必要な事
案への対応

－ － － － － －

⑤ － － － － － － － － － －

⑥ 22条 実施状況の公表 － － － － － － － －

⑦ － － － － － － 21～25条
徳島県犯罪被害者等支援審議会
設置／組織／会長及び副会長／会議／
補則

－ －

① 9条 相談および情報の提供等 12条 相談及び情報の提供等 10条 相談及び情報の提供等 11条 相談、情報の提供等 11条 相談、情報の提供等

② 10条 経済的負担の軽減 18条 経済的負担の軽減 11条 経済的負担の軽減 12条 経済的負担の軽減 16条 経済的負担の軽減

③ － － － － － － － － － －

④ 11条
保健医療サービスおよび福祉サービス
の提供

14条 心身に受けた影響からの回復 12条 心身に受けた影響からの回復 13条
保健医療サービス及び福祉サービスの
提供

12条 心身に受けた影響からの回復

⑤ － － 13条 日常生活の支援 － － － － － －

⑥ 12条 安全の確保 15条 安全の確保 13条 安全の確保 14条 安全の確保 13条 安全の確保

⑦ 13条 居住の安定 16条 居住の安定 14条 居住の安定 15条 居住の安定 14条 居住の安定

⑧ 14条 雇用の安定等 17条 雇用の安定 15条 雇用の安定 16条 雇用の安定 15条 雇用の安定

⑨ 15条 保護または捜査の過程における配慮等 24条
保護、捜査、公判等の過程における配
慮等

－ － － － － －

⑩ － － 23条
刑事に関する手続及びその進捗状況に
関する情報の提供

－ － － － － －

⑪ － － － － － － － － － －

⑫ 16条 県民の理解の増進 19条 県民の理解の増進 － － 17条 県民の理解の増進等 17条 県民の理解の増進

⑬ 18条 人材の養成 22条 人材の育成 18条 人材の育成 18条 人材の育成 19条 人材の育成

⑭ － － － － － － － － － －

⑮ 17条 民間支援団体に対する支援 21条 民間支援団体に対する支援 17条
民間犯罪被害者等支援団体に対する支
援

19条 民間支援団体の活動の促進 18条 民間支援団体に対する支援

⑯ － － 20条 学校における教育の実施等 － － － － － －

⑰ － － － － － － － － － －

⑱ 19条 個人情報の適切な管理 25条 個人情報の適正な管理 － － 20条 個人情報の適切な管理 10条 個人情報の適切な管理

⑲ － － － － － － － － － －

⑳ － － － － 16条 犯罪被害理解促進期間 － － － －

㉑ － － － － － － － － － －

㉒ － － － － － － － － － －

項目 福井県犯罪被害者等支援条例 岐阜県犯罪被害者等支援条例 山口県犯罪被害者等支援条例 徳島県犯罪被害者等支援条例 香川県犯罪被害者等支援条例

目的／定義／基本理念

2

責務等
①

4 基本的施策

推進体制の整備

3

計画の策定、総合支援

体制の整備、財政上の

措置等

県、県民、事業者、民

間支援団体等

２



他都県条例の構成（2021、2020年度施行分）

＜2020年度＞

1 1～3条 目的／定義／基本理念 1～3条 目的／定義／基本理念 1～3条 目的／定義／基本理念

4条 都の責務 4条 県の責務 4条 県の責務

－ － － － 5条 市町村への協力

② － － 7条 市町村の役割 － －

③ 5条 都民の役割 5条 県民の役割 6条 県民の責務

④ 6条 事業者の役割 6条 事業者の役割 7条 事業者の責務

⑤ 7条 民間支援団体の役割 8条 民間支援団体の役割 8条 民間支援団体の役割

① 8条 支援計画 21条 支援に関する指針 9条 犯罪被害者等支援に関する指針

② 9条 総合的な支援体制の整備 20条 連携体制の整備 23条 犯罪被害者等支援の推進体制等

③ 10条 財政上の措置 23条 財政上の措置 24条 財政上の措置

④ 17条 緊急支援の実施 － － － －

⑤ － － － － － －

⑥ － － － － － －

⑦ － － 22条 高知県犯罪被害者等支援推進会議 － －

① 11条 相談、情報の提供等 10条 相談窓口の設置、情報の提供等 10条 相談及び情報の提供

② 16条 経済的負担の軽減 11条 経済的負担の軽減 12条 経済的負担の軽減

③ － － － － 11条 損害賠償の請求に関する情報の提供

④ 12条 心身に受けた影響からの回復 13条 心身に受けた影響からの回復 13条 保健医療サービス及び福祉サービスの提供

⑤ － － 12条 日常生活の支援 － －

⑥ 13条 安全の確保 14条 安全の確保 14条 安全の確保

⑦ 14条 居住の安定等 15条 居住の安定 15条 居住の安定

⑧ 15条 雇用の安定等 16条 雇用の安定等 16条 雇用の安定

⑨ － － － － 18条 保護又は捜査の過程における配慮

⑩ － － － － 17条
刑事に関する手続及びその進捗状況に関する情報の提
供

⑪ － － － － － －

⑫ 19条 都民の理解の増進 17条 県民の理解の増進 20条 県民の理解の増進

⑬ 21条 人材の育成 18条 人材の育成 21条 人材の育成

⑭ － － － － － －

⑮ 20条 民間支援団体に対する支援 19条 民間支援団体に対する支援 － －

⑯ － － － － － －

⑰ 18条 都内に住所を有しない者への支援 － － － －

⑱ 22条 個人情報の適切な管理 9条 個人情報の適正な管理 － －

⑲ － － － － － －

⑳ － － － － － －

㉑ － － － － － －

㉒ － － － － 19条 未成年者への配慮

東京都犯罪被害者等支援条例 高知県犯罪被害者等支援条例 熊本県犯罪被害者等支援条例項目

目的／定義／基本理念

2

責務等
①

3

推進体制の整備

4 基本的施策

計画の策定、総合支援

体制の整備、財政上の

措置等

県、県民、事業者、民

間支援団体等

３


